
罹災証明申請時に必要となるものについて

①申請者の本人確認書類
例：運転免許所、マイナンバーカードの写しなど

②「被災した住家の４方からの全体写真」、「被災した住家の該当箇所」
の写真及び「該当箇所を記した平面図（手書きでもよい）」

平面図（例）：大まかな位置が分かれば大丈夫です。

・写真の取り方は以下を参考に、被災部分が分かるよう撮影してください。

参考

※申請者の氏名、住所が分かるもの。

※マイナンバーカードの場合、専用ケースに入れたまま、

顔写真がある面だけを写してください。

（裏面は絶対に添付しないでください。）

※修理が完了している箇所があり、修理前の写真がない場合は、「被害の状況」欄に該当する

箇所について「修理済み」と記載のうえ、修理後の写真を添付してください。

罹災証明の電子申請はこちらから→
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